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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板側から順に第１電極と有機発光層と第２電極とを有する複数の有機発光素子と
、
　前記有機発光素子の周囲に配置される素子分離層と、
　前記複数の有機発光素子の上に空隙を挟んで配置された封止部材と、
　前記素子分離層の上でかつ前記第２電極の上に配置され、前記第２電極と電気的に接続
された補助電極と、を有し、
　前記補助電極は、前記複数の有機発光素子によって構成される発光領域の一方の端部か
ら反対側の端部に向かって一方向に渡って連続的に配置された蒸着膜であり、
　前記補助電極は、前記一方向に周期的に配置された離間部分を有する第１補助電極と、
前記離間部分及び前記第１補助電極の一部の上に配置され、前記第１補助電極と電気的に
接続された重なり部分を有する第２補助電極と、を有することを特徴とする有機発光装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機発光素子を備えた有機発光装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　有機材料のエレクトロルミネッセンス（Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）を
用いた有機発光素子は、第１電極と第２電極との間に、有機化合物層を設けてなり、低電
圧駆動による高輝度発光が可能な発光素子として注目されている。
【０００３】
　このような有機発光素子を用いたアクティブマトリックス型の有機発光装置（すなわち
有機発光ディスプレイ）は、基板上の各画素に薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　
Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：以下ＴＦＴと記す）を備えている。そして、ＴＦＴを覆うように
形成された層間絶縁膜上に有機発光素子が構築されている。
【０００４】
　この有機発光素子は、ＴＦＴに接続された状態で画素毎にパターン形成された第１電極
、第１電極の中央部を画素開口として露出させてその周囲を覆う絶縁性素子分離層を有す
る。この素子分離層で分離された画素開口内の第１電極上に設けられた有機化合物層、有
機化合物層を覆う状態で設けられた第２電極を有する。このうち第２電極は、通常、複数
の画素を覆うように形成され、複数の画素間に共通して用いられている。
【０００５】
　また、このようなアクティブマトリックス型の有機発光装置においては、有機発光素子
の開口率を確保するために、基板と反対側から光を取り出す、いわゆる上面光取出し構造
として構成することが有効になる。
【０００６】
　しかし、有機化合物層の上に形成した第２電極を光取出し面とする場合は、光取出し側
にある第２電極に光透過性の透明導電膜を用いることが必須であり、光透過率を高めるた
めに、光吸収損失と干渉の影響を考慮して薄く形成する必要がある。そのため、光取出し
側の第２電極の発光領域内での抵抗により、電圧が不均一となることがあり、応答速度の
低下や消費電力の増加等による表示品位を低下させる原因となる。
【０００７】
　この現象は、特に有機発光装置の大画面化が進むほど顕著になり、電気抵抗による電圧
降下により面内の電位分布が不均一になり、発光領域における輝度にバラツキが生じると
いった問題が発生する。
【０００８】
　そこで、画素開口間の素子分離層の上に導電性の良好な金属材料からなる補助電極を形
成し、この補助電極に第２電極を接続させることで、前記第２電極の電圧降下を防止する
構造が提案されている。例えば、特許文献１に示すように、補助電極を第１電極と同一層
に形成し、各第１電極の上に有機化合物層を独立形成した後、第２電極を形成し、補助電
極とコンタクトする構成が提案されている。また、特許文献２、３に示すように、素子分
離層又は第２電極の上に補助電極をマスク蒸着により構築する方法が提案されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００２－３１８５５６号公報
【特許文献２】特開２００３－３１６２９１号公報
【特許文献３】特開２００５－２８３９２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　このような有機発光素子は外気に曝されると電極酸化や有機化合物層の劣化により信頼
性が低下するという問題がある。これらの問題を防ぐため、電極形成後、保護膜や封止膜
の成膜、あるいは乾燥剤を配した封止板を設け、外気から遮断する構造が必要である。中
でも、封止板は有機化合物層を機械的な外力から保護する点においても有効である。
【００１１】
　この封止板は内部に積層されている有機化合物層や電極等の有機発光素子構造体より高
さのあるスペーサと、封止材を兼ねた接着剤とを基板外周部に設けその上に封止板を配置
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して圧接することにより設けられる。よって、基板からスペーサの高さ分離れた位置、つ
まり有機化合物層や電極等の有機発光素子構造体と干渉しない位置に封止板を設けること
ができる。
【００１２】
　ところが、実際に封止板として用いられるガラス板や合成樹脂板等は、厚さが均一でな
かったり、凹凸を有していたり、歪みを伴っていたりする場合が多い。また、端部で有機
発光素子構造体よりも高い位置に配置したとしても、封止板の歪み等により有機発光素子
構造体と、封止板とが干渉して有機発光素子構造体にダメージを与えたり破壊させたりす
る場合がある。さらに、有機発光装置を大画面化した場合には封止板の歪みはより大きく
なる傾向がある。
【００１３】
　特許文献１の構成でも、有機発光素子構造体の最上層をなす第２電極と封止板とが干渉
して前記有機発光素子構造体にダメージを与えたり破壊させたりする場合がある。
【００１４】
　また、特許文献２、３の構成は、素子分離層又は第２電極の上に補助電極を平坦に、且
つ連続的に形成しているため、封止板との接触面積が広く、やはり有機発光素子構造体に
ダメージを与えたり破壊させたりする場合がある。
【００１５】
　しかも、特許文献２、３の構成は、素子分離層又は第２電極の上に補助電極を発光領域
の外側まで延在するようにシャドゥマスクによるマスク蒸着で画素の長辺方向に形成して
いる。そのため、画素の長辺方向でのシャドゥマスクのよじれ等による補助電極幅のバラ
ツキにより、製造歩留まりが低下する可能性がある。
【００１６】
　ちなみに、特許文献３には、シャドゥマスクのパターンをマスク強度が保たれる形状と
し、シャドゥマスクのよじれ等を防ぎ補助電極を形成する方法が開示されているが、補助
電極相互が独立して形成され、補助電極として機能しない場合がある。
【００１７】
　本発明は、補助電極を封止板の押当てとして使用することにより、有機発光素子構造体
の損傷を防止し、高精細な有機発光装置を高歩留まりで提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題を解決するために、本発明は、
　基板と、
　前記基板側から順に第１電極と有機発光層と第２電極とを有する複数の有機発光素子と
、
　前記有機発光素子の周囲に配置される素子分離層と、
　前記複数の有機発光素子の上に空隙を挟んで配置された封止部材と、
　前記素子分離層の上でかつ前記第２電極の上に配置され、前記第２電極と電気的に接続
された補助電極と、を有し、
　前記補助電極は、前記複数の有機発光素子によって構成される発光領域の一方の端部か
ら反対側の端部に向かって一方向に渡って連続的に配置された蒸着膜であり、
　前記補助電極は、前記一方向に周期的に配置された離間部分を有する第１補助電極と、
前記離間部分及び前記第１補助電極の一部の上に配置され、前記第１補助電極と電気的に
接続された重なり部分を有する第２補助電極と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、封止部材が補助電極に接触しても、接触箇所は第１補助電極と第２補
助電極との重なり部分だけなので、有機発光素子構造体に伝達される圧力が小さい。した
がって、前記封止部材と補助電極とが干渉しても、前記有機発光素子構造体にダメージを
与えたり破壊させたりするのを防止できる。
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【００２０】
　しかも、有機発光装置の発光領域の面積が拡大し大画面化した際、カラーフィルタや封
止部材が補助電極に接触しても、有機発光素子構造体へは直接接触しないので、前記有機
発光素子構造体に損傷を与えず、製造歩留まりを向上するという効果を奏する。
【００２１】
　また、シャドゥマスクにおける第１補助電極の離間部分に該当する部分は開口部が形成
されていないので、当該部分が補強部材となって前記シャドゥマスクがよじれたりするこ
とがなく、第１補助電極を精度良く形成できる。また、第２補助電極は、前記離間部分及
び第１補助電極の端部を覆うように形成、つまり小さな領域しか形成しないので、やはり
強度を有するシャドゥマスクを用いて形成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の有機発光装置及びその製造方法を図面に基づいて詳しく説明するが、本
発明は本実施形態に限るものではない。
【００２３】
　図１乃至図４は、本実施形態の有機発光装置における発光領域の概略構成を示す断面図
である。
【００２４】
　この有機発光装置は、ＴＦＴ２００が形成された基板１０１と、前記基板１０１上に配
置された有機発光素子と、前記有機発光素子の周囲に配置された素子分離層３３０とを有
する。さらに前記素子分離層３３０上に配置された補助電極と、前記有機発光素子の上に
空隙を挟んで配置された封止部材５００とを有する。
【００２５】
　前記有機発光素子は、前記基板１０１側から順に第１電極３００と、有機発光層を含む
有機化合物層３１０と、第２電極３２０とを有しており、前記補助電極は、前記第２電極
３２０と電気的に接続してなる。
【００２６】
　特に、前記補助電極は、第１補助電極４００と、第２補助電極４１０とを有し、前記第
１補助電極４００と前記第２補助電極４１０とは、電気的に接続された重なり部分を有す
ることを特徴とする。封止部材５００として用いられるガラス板や合成樹脂板等の厚さが
均一でなかったり、凹凸を有していたり、歪みを伴っていたりして、補助電極に接触して
も、接触箇所は第１補助電極４００と第２補助電極４１０との重なり部分だけである。そ
のため、有機発光素子構造体に伝達される圧力が小さい。したがって、封止部材５００の
歪み等によって前記封止部材５００と補助電極とが干渉しても、前記有機発光素子構造体
にダメージを与えたり破壊させたりするのを防止できる。さらに、有機発光装置の発光領
域の面積が拡大し大画面化した際、カラーフィルタや封止部材が補助電極に接触しても、
有機発光素子構造体には直接接触しないので、前記有機発光素子構造体が損傷することが
なく、製造歩留まりが向上するという効果を奏する。
【００２７】
　以下、有機発光装置の構成を具体的に説明する。
【００２８】
　基板１０１上の各画素にＴＦＴ２００を備えている。ＴＦＴ２００が形成された基板１
０１上には、ＴＦＴ２００のソース領域１０２、ドレイン領域１０３に接続されたドレイ
ン電極１０８が形成され、このドレイン電極１０８を覆う状態で絶縁膜１０６、１０７、
１０９、有機平坦化膜１１０が設けられている。図中、符号１０４はＰｏｌｙ―Ｓｉ（能
動層）、１０５はゲート電極を示す。尚、ＴＦＴ２００は図示したトップゲート型に限定
されることはなく、ボトムゲート型であっても良い。
【００２９】
　有機平坦化膜１１０上の素子分離層３３０に囲まれた各画素開口部に、第１電極３００
、有機化合物層３１０、及び第２電極３２０が積層されている。
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【００３０】
　第１電極３００を陰極とし第２電極３２０を陽極とする場合には、第１電極３００は周
期律表１属又は２属にある元素の合金又は化合物で形成する。又は、アルミニウムや銀、
アルミニウムやネオジウムとの合金で形成する。又は、これらの反射性電極上に酸化イン
ジウム・スズ、酸化亜鉛、ガリウムが添加された酸化亜鉛、若しくはこれらの化合物を積
層した複合層を用いても良い。
【００３１】
　第２電極３２０は酸化インジウム・スズ、酸化亜鉛、ガリウムが添加された酸化亜鉛、
若しくはこれらの化合物で形成する。この第２電極と発光性材料層とを良好に接触させる
ためには、その界面に薄い金属層を介在させても良い。
【００３２】
　第１電極３００を陽極とし第２電極３２０を陰極とする場合には、第１電極３００は酸
化インジウム・スズ、酸化亜鉛、ガリウムが添加された酸化亜鉛、若しくはこれらの化合
物、又はこれらと同等の仕事関数を有する導電性材料で形成する。又は、周期律表１属又
は２属にある元素の合金又は化合物で形成する。例えば、アルミニウムや銀、アルミニウ
ムやネオジウムとの合金で形成した反射性電極上に酸化インジウム・スズ、酸化亜鉛、ガ
リウムが添加された酸化亜鉛、若しくはこれらの化合物を積層した複合層を用いても良い
。
【００３３】
　第２電極３２０は、周期律表１属又は２属にある元素の合金又は化合物で形成する。又
は、アルミニウムや銀との合金で形成する。光透過性を持たせるために極めて薄く形成し
、酸化インジウム・スズなどの透明導電膜を積層させても良い。
【００３４】
　上記金属材料層の下部には、下地となる有機絶縁膜１１０との密着層として導電性酸化
材料層を設け、前記金属層の上下を導電性酸化材料層で挟持してなる３層構造としても良
い。
【００３５】
　第１補助電極４００は、例えばアルミニウム、アルミニウムとチタン、スカンジウム、
ニオブ、銅又はシリコンとの合金でも良い。或いは、チタン、窒化チタン、タンタル、タ
ングステン、モリブデンの単体又はこれらの合金又は積層膜で形成しても良いが、第１電
極３００と同じ構成でも良い。
【００３６】
　第２補助電極４１０は、第１補助電極４００を形成する導電性材料と接触性の良い材料
であり、且つ抵抗率の小さい導電性材料が選択される。具体的には、アルミニウム、アル
ミニウムとチタン、スカンジウム、ニオブ、銅又はシリコンとの合金、又はチタン、窒化
チタン、タンタル、タングステン、モリブデンの単体又はこれらの合金又は積層膜で形成
しても良い。また、第１補助電極４００と同様の構成でも異なる構成でも良い。
【００３７】
　本実施形態では、複数の有機発光素子によって構成される発光領域の一方の端部から反
対側の端部に渡って（図３では発光領域のＸ方向に）連続的に形成されている。すなわち
、第１補助電極４００が第２電極３２０の素子分離層３３０上に周期的に設けられた離間
部分を挟んで形成されており、前記離間部分及び前記第１補助電極４００の端部上に第２
補助電極４１０が形成されている（図２を参照）。このとき、第１補助電極４００と第２
補助電極４１０との重なり部分の幅寸法は製造マージンを考慮しＸＹ平面上に少なくとも
１μｍ以上であることが好ましく、補助電極を封止板の押当てとして使用するため、前記
重なり部分の厚みが少なくとも２００ｎｍ以上であることが好ましい。
【００３８】
　一方、発光領域のＹ方向は、第１補助電極４００が第２電極３２０の素子分離層３３０
上に、前記Ｘ方向に形成された第１補助電極４００を介して連続的に形成されている（図
１及び図３を参照）。
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【００３９】
　このように補助電極は画素周辺部に配置されていることが好ましく、前記補助電極の一
端は画素外部で電気的に接続していることが望ましい。
【００４０】
　なお、電気絶縁性の素子分離層３３０上に少なくとも２層以上の補助電極を重ねて形成
されていれば良く、本実施形態では補助電極が第２電極３２０上に形成されているが、第
２電極３２０下に形成されていても良い。
【００４１】
　素子分離層３３０は、隣接する画素間に設けられた絶縁膜であり第１電極３００の端部
を覆うように配置されている。素子分離層３３０は、ＳｉｘＮ１－ｘ、ＳｉＯｘＮ１－ｘ
膜やＳｉＯｘ膜等からなる無機絶縁膜や、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラッ
ク系樹脂等の有機絶縁膜を用いても良い。
【００４２】
　有機化合物層３１０は、陽極側にある正孔注入輸送層、陰極側にある電子注入輸送層、
有機発光層等を適宜組み合わせた構造である。正孔注入輸送層又は電子注入輸送層は、電
極からの正孔又は電子の注入効率と、輸送性（移動度）が優れた材料を組み合わせても良
い。
【００４３】
　有機化合物層３１０は例えば、正孔輸送層３１１、有機発光層３１２、電子輸送層３１
３の３層から構成されているが、有機発光層３１２のみでも良い（図４を参照）。或いは
２層、４層など複数の層から形成されていても良い。正孔輸送層３１１としては、例えば
ＮＰＤを用いているが、それ以外の材料であっても良い。有機発光層３１２は、発光色毎
に設けられ、シャドゥマスクにより塗り分けられている。赤色発光層としてＣＢＰにＩｒ
（ｐｉｑ）３をドープしたもの、緑色発光層としてＡｌｑ３にクマリンをドープしたもの
、青色発光層としてＢ－Ａｌｑ３にＰｅｒｙｌｅｎｅをドープしたものを用いているが、
それ以外の材料であっても良い。電子輸送層３１３としては、例えばＢａｔｈｏｐｈｅｎ
ａｎｔｒｏｌｉｎｅを用いているが、それ以外の材料であっても良い。
【００４４】
　外部からの水分による劣化を防ぐために、露点－６０℃以下の窒素雰囲気においてガラ
ス基板からなる封止部材５００がＵＶ硬化エポキシ樹脂を用いて基板１０１に貼り付けら
れている。封止部材５００の有機発光素子側には、酸化ストロンチウムや酸化カルシウム
のような吸湿膜が成膜されていることが更に好ましい。本構成ではガラス基板によって封
止しているが、ＳｉｘＮ１－ｘ、ＳｉＯｘＮ１－ｘ膜やＳｉＯｘ膜等からなる無機絶縁膜
で封止しても良い。
【００４５】
　また、前記封止部材５００の他に、カラーフィルタを設けても良く、各画素に対応した
着色層と保護膜を形成しても良く、その際、有機発光素子構造体が補助電極により、封止
部材やカラーフィルタから保護されていることが好ましい。
【００４６】
　次に、上記構成の有機発光装置の製造方法を説明する。
【００４７】
　まず、図５に示すように、例えばガラス基板からなる基板１０１上にＴＦＴ２００及び
このソース、ドレイン電極を形成する。
【００４８】
　ＴＦＴ２００及び各電極の形成により、基板表面に生じた凹凸を埋め込むため、基板１
０１上に平坦化膜１１０を形成する。この場合、例えば、基板１０１上にポジ型感光性ポ
リイミドをスピンコート法により塗布し、露光装置にてパターン露光を行い、次いで現像
装置にて現像を行った後、ポストベークを行う。
【００４９】
　平坦化膜１１０上に第１電極３００を形成する。ここでは平坦化膜１１０上に、反射層
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としてＡｌを１００ｎｍ、導電性酸化材料（例えばＩＴＯ）を、スパッタリング法により
２０ｎｍ程度の膜厚で成膜する。
【００５０】
　図６、図７に示すように、素子分離層３３０を形成するため、例えばＣＶＤ法によって
、ＳｉＯ2膜を３００ｎｍ程度の膜厚で成膜する。その後、リソグラフィ技術を用いて形
成したレジストパターンをマスクにしたエッチングにより、ＳｉＯ2膜をパターニングす
る。この際、エッチング側壁がテーパ形状となるような条件でエッチングを行うこととす
る。
【００５１】
　図８、図９に示すように、有機化合物層３１０として、シャドゥマスクを用いて発光性
材料をマスク蒸着し、その後、第２電極３２０として、シャドゥマスクを用いて導電性材
料をマスク蒸着する。
【００５２】
　図１０、図１１に示すように、第１補助電極４００として、シャドゥマスクを用いてＡ
ｌを２００ｎｍの膜厚にマスク蒸着する。このとき、上述したように第１補助電極４００
は離間部分を挟んで形成する。シャドゥマスクにおける前記離間部分に該当する部分は開
口部が形成されていないので、当該部分が補強部材となって前記シャドゥマスクがよじれ
たりすることがなく、第１補助電極４００を精度良く形成できる。
【００５３】
　第２補助電極４１０として、前記シャドゥマスクの位置をずらす、又は別のシャドゥマ
スクを用いてＡｌを２００ｎｍの膜厚にマスク蒸着する。このとき、上述したように第２
補助電極４１０は前記離間部分及び前記第１補助電極４００の端部を覆うように形成する
。つまり、第２補助電極４１０は小さな領域しか形成しないので、強度を有するシャドゥ
マスクを用いることができ、やはり前記シャドゥマスクがよじれたりすることがなく、第
２補助電極４１０を精度良く形成できる。
【００５４】
　次に、露点－６０℃以下の窒素雰囲気において封止部材５００をＵＶ硬化エポキシ樹脂
を用いて基板１０１に貼り付ける。
【００５５】
　以上により、図１等に示した構成の有機発光装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の有機発光装置の発光領域の概略構成を示すＺＹ断面図である。
【図２】本発明の有機発光装置の発光領域の概略構成を示すＺＸ断面図である。
【図３】本発明の有機発光装置の発光領域の概略構成を示すＸＹ平面図である。
【図４】有機発光素子の概略構成を示すＺＹ断面図である。
【図５】本発明の有機発光装置の製造工程の概略を示す断面図である。
【図６】本発明の有機発光装置の製造工程の概略を示す断面図である。
【図７】本発明の有機発光装置の製造工程の概略を示す断面図である。
【図８】本発明の有機発光装置の製造工程の概略を示す断面図である。
【図９】本発明の有機発光装置の製造工程の概略を示す断面図である。
【図１０】本発明の有機発光装置の製造工程の概略を示す断面図である。
【図１１】本発明の有機発光装置の製造工程の概略を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５７】
１０１　ガラス基板
１０２　ソース領域
１０３　ドレイン領域
１０４　Ｐｏｌｙ―Ｓｉ
１０５　ゲート電極
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１０６　ゲート絶縁膜
１０７　層間絶縁膜
１０８　ドレイン電極
１０９　無機絶縁膜
１１０　有機平坦化膜
２００　ＴＦＴ
３００　第１電極
３１０　有機化合物層
３１１　正孔輸送層
３１２　発光層
３１３　電子輸送層
３２０　第２電極
３３０　素子分離層
４００　第１補助電極
４１０　第２補助電極
５００　封止部材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】
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